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開発審査会への付議事項及び基準

（令和４年４月１日改定）
都市計画法施行条例が優先適用されます。

１ 開発許可（法第３４条第１４号）

【根拠法令：法第３４条第１４号 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ，かつ，市街化区域内
において行うことが困難又は著しく不適当と認められるもの】

番号 項 目 運 用 事 項 留 意 点 備 考

１ 社寺仏閣及び納 １．本山の承認を得たものであること。 ・ これらの建築
骨堂の建築物に ２．開発区域が，都市計画法施行条例第六条第一号又 ２．令和９年４月１日か 物と密接（不可
係る開発行為 は徳島市都市計画法施行条例第五条第一号又は阿南 ら適用する。 分）な関係にあ

市都市計画法施行条例第六条柱書（以降，「都市計 ただし，令和４年３ る建築物を含む ｡
画法施行条例第六条第一号等」とする。）に掲げる 月３１日以前から計画
土地の区域内であること。 しているものに限る。

２ 市街化区域内及 １．起業者において，公共事業の円滑な執行及び被収 ・ 収用対象事業
び徳島東部都市 用者の生活権の保障との調和の観点から公益上真に の対象となる事
計画区域外にお やむを得ないものとして当該地を代替地として認め 業に準ずるもの
ける収用対象事 る場合又は被収用者において従前から代替予定地と を含む。
業の施行により してではなく，市街化調整区域に適切な土地を保有
移転又は除却し しておりあえて市街化区域に求めさせる合理的事情
なければならな に乏しい場合であること。
い場合において ２．申請に係る建築物が工場 ,作業所 ,遊技施設等開発 ２．ただし，建築物の用
，これに代わる 区域の周辺に相当の影響を及ぼすおそれのあるもの 途が建築基準法の第一
ものの建築物に については，環境保全上 ,公衆衛生上 (排水 ,騒音 ,振 種住居地域に建築でき
係る開発行為 動 ,悪臭 ,日照 ,光 ,色彩等 )支障がない開発 ,建築計画 るものは除く。

であることについて市町長等の同意が得られること
。

３．従前とほぼ同一の規模，用途で建築されるもので ３．開発区域の規模につ
あること。 いても従前とほぼ同一

４．代替地の位置については同一行政区域又は同一都 （１ .５倍以内 )である
市計画区域とする。 こと。または，概ね４

５０㎡（地形の状況に
より，やむを得ないも
のは６００㎡）まで可
能とする。

５．開発区域が，都市計画法施行条例第六条第一号等 ５．令和９年４月１日か
に掲げる土地の区域内であること。 ら適用する。

ただし，令和４年３
月３１日以前から計画
しているものに限る。
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番 号 項 目 運 用 事 項 留 意 点 備 考

３ 研究対象が市街 １．開発区域が，都市計画法施行条例第六条第一号等 １．令和９年４月１日か
化調整区域に存 に掲げる土地の区域内であること。 ら適用する。
すること等の理 ただし，令和４年３
由により建築さ 月３１日以前から計画
れる研究施設の しているものに限る。
建築物に係る開
発行為

４ 市街化調整区域 １．事業の操業方式，就業体制，雇用形態等から勘案 ・ 福利厚生施設
内に存する事業 して適切な規模を超えないものであること。 を含む。
所において，業 ２．開発区域の位置が事業所の位置と適切な関係にあ
務に従事する者 ること。
の社宅等の建築 ３．開発区域が，都市計画法施行条例第六条第一号等 ３．令和９年４月１日か
物に係る開発行 に掲げる土地の区域内であること。 ら適用する。
為 ただし，令和４年３

月３１日以前から計画
しているものに限る。

５ 土地区画整理事 １．開発区域が，都市計画法施行条例第六条第一号等
業の施行された に掲げる土地の区域内であること。
区域内における
建築物に係る開
発行為

６ 指定大規模既存 １．現住居が，過密，狭小，被災，立退き，借家等の ・ 指定大規模既
集落内における 事情のある場合等，社会通念に照らし，新規に建築 存集落
建築物に係る開 することがやむを得ないと認められるものであるこ 1.徳島市川内町
発行為 と。 宮島本浦

２．自己の居住の用に供する住宅であること。 2.徳島市不動本町
３．線引前から引き続いて，当該指定大規模既存集落 ３．線引後に収用移転に 3.徳島市応神町
内に生活の本拠を有しているものであること。 より生活の本拠を有す 吉成

４．開発区域の面積は，概ね４５０㎡（地形の状況に ることとなったものも 4.徳島市北山町
より，やむを得ないものは６００㎡）以下であるこ 含む。 5.鳴門市瀬戸町
と。 堂浦

５．開発区域の位置は，指定大規模既存集落内で，か ５．原則として当該土地 6.小松島市立江町
つ，申請地を含んだ面積３ haの区域内における建築 を含む半径１００ｍの 7.阿南市大潟町
物の連たん状況が，概ね２０戸以上であること。 区域内において判断す

６．優良農地等積極的に保全すべき土地でないこと。 るものとする。
７．開発区域が，都市計画法施行条例第六条第一号等 ７．令和９年４月１日か
に掲げる土地の区域内であること。 ら適用する。

ただし，令和４年３
月３１日以前から計画
しているものに限る。
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番 号 項 目 運 用 事 項 留 意 点 備 考

７ 指定大規模既存 １．親が線引前から引き続いて当該指定大規模既存集 １．親が線引後に収用移 ・ 指定大規模既
集落内における 落内に生活の本拠を有していること。 転により生活の本拠を 存集落は，上記
別世帯を構成す ２．自己の居住の用に供する住宅であること。 有することとなったも 項目に同じ。
る住宅の建築物 ３．親の世帯構成員が別世帯を構成する場合であるこ のも含む。
に係る開発行為 と。

４．開発区域の面積は，概ね４５０㎡（地形の状況に
より，やむを得ないものは６００㎡）以下であるこ
と。

５．開発区域の位置は，指定大規模既存集落内で，か ５．原則として当該土地
つ，申請地を含んだ面積３ haの区域内における建築 を含む半径１００ｍの
物の連たん状況が，概ね２０戸以上であること。 区域内において判断す

６．優良農地等積極的に保全すべき土地でないこと。 るものとする。
７．開発区域が，都市計画法施行条例第六条第一号等 ７．令和９年４月１日か
に掲げる土地の区域内であること。 ら適用する。

ただし，令和４年３
月３１日以前から計画
しているものに限る。

８ 指定大規模既存 １．線引前から引き続いて当該指定大規模既存集落内 ・ 指定大規模既
集落内における に生活の本拠を有していること。 存集落は，上記
小規模な工場等 ２．自己の生計を維持するため新規に事業を営むこと ２．他の工場等の本店・ 項目に同じ。
の建築物に係る がやむを得ないと認められるものであること。 支店の機能を有するも
開発行為 のは認められない。

３．開発区域の位置は，指定大規模既存集落内で，か ３．原則として当該土地
つ，申請地を含んだ面積３ haの区域内における建築 を含む半径１００ｍの
物の連たん状況が，概ね２０戸以上であること。 区域内において判断す

４．開発区域の面積は ,１ ,０００㎡以下であること。 るものとする。
５．優良農地等積極的に保全すべき土地でないこと。
６．予定建築物は次の各号に該当すること。 ６ .(1)自己用に限る。
（１）工場，事務所，店舗または運動・レジャ－施設 風俗営業及び風俗

であること。 関連営業等に係るも
（２）周辺における土地利用と調和のとれたものであ のは除く。

ること。 (3)店舗にあっては，
（３）事業内容等から判断して適切な規模であること 延べ面積が５００㎡

。 以下であること。
７．開発区域が，都市計画法施行条例第六条第一号等 ７．令和９年４月１日か
に掲げる土地の区域内であること。 ら適用する。

ただし，令和４年３
月３１日以前から計画
しているものに限る。
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番 号 項 目 運 用 事 項 留 意 点 備 考

９ 大規模既存集落 １．開発区域は，市街化区域から４㎞を超えない区域 ・ 接道等のため
内における住宅 であること。 宅地・雑種地で
に係る開発行為 ２．開発区域は，半径２５０ｍの範囲内に概ね２５０ ２．当該範囲内に小学校 ない部分を通

以上の建築物が存する区域内であること。 ，中学校，市役所，町 ・道路として必要
３．開発区域の土地は，申請時において土地登記簿の 役場，市役所又は町役 最小限含む場合
地目が「宅地」又は「雑種地」であること。 場の出張所，ＪＲ駅， も可。（建築物

４．土地登記簿の地目が農地から変更された土地につ 隣保館のいずれかが存 を建築する土地
いては，次のいずれかに該当するものであること。 在する場合には ,概ね は，宅地・雑種
① 転用許可済みの土地にあって，工事完了証明後 ２００以上とする。 地で登記されて
３年以上経過している場合。 いること）

② 転用許可がなされていない土地にあって，市町
農業委員会の非農地証明 ※１を受けた場合。 ・ ※１非農地証明

５．予定建築物の用途は，一戸建ての専用住宅とす ５．建築基準法別表第二 とは，人為的な
る。 (い )項第２号の兼用住 転用行為が行わ

６．優良農地等積極的に保全すべき土地でないこと。 宅を含む。 れてから既に２
７．開発道路を設ける場合は，接続する道路が建築基 ０年以上が経過
準法第４２条第１項各号に定める道路であり，幹線 しており，かつ
道路に至るまで，幅員４ｍ以上確保されているこ ，農地への復元
と。 が不可能又は著

８．建築物の敷地が旗竿形状である場合は，進入路の しく困難であり
幅が３ｍ以上であること。 ，農地行政上支

９．宅地分譲（開発区域に新たに道路が整備される開 ９．平成３４年４月１日 障がないと認め
発行為に限る。）の場合は，特定活断層調査区域内 以降に申請を受理した られる場合等に
及び津波災害警戒区域内で基準水位が２ｍ以上とな ものから適用する。 かぎり，市町農
るところを除く。 業委員会により

１０．開発区域が，都市計画法施行条例第六条第一号 １０．令和９年４月１日 証明されるもの
等に掲げる土地の区域内であること。 から適用する。 。

ただし，令和４年３
月３１日以前から計画
しているものに限る。
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番 号 項 目 運 用 事 項 留 意 点 備 考

１０ 指定市町におけ １．対象施設は，製造業（日本標準産業分類の大分類 １．周辺住民等に対して ・ 工場，研究所
る地域振興のた E）の建築物であること。 ，生活環境への影響を の建築物と密接
めの工場，研究 ２．周辺の土地利用と調和のとれた施設であること。 説明する等，周辺住民 に（不可分な）
所の建築物に係 ３．開発区域の面積は５ヘクタ－ル未満であること。 等と十分な調整が図ら 関係にある事務
る開発行為 ４．原則として市街化区域内に適地がないと認められ れている場合に限る。 所等の建築物を

，かつ，次の事例のような条件を総合的に勘案して 含む。
やむを得ないものであること。

（１）開発区域周辺の労働力が必要である場合 ・ 指定市町
（２）清浄な空気・水・景観・自然緑地等の優れた自 1. 徳島市

然環境を必要とする場合 2. 鳴門市
（３）空港，高速道路のインタ－チェンジ等に隣近接 3. 小松島市

することが必要な場合 4. 阿南市
５．接する道路が建築基準法第４２条第１項各号に定 5. 吉野川市
める道路であること。 6. 石井町

６．優良農地等積極的に保全すべき土地でないこと。 7. 松茂町
７．関係市町長の同意が得られていること。 8. 北島町
８．開発区域が，都市計画法施行条例第六条第一号等 ８．令和９年４月１日か
に掲げる土地の区域内であること。 ら適用する。

ただし，令和４年３
月３１日以前から計画
しているものに限る。
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番 号 項 目 運 用 事 項 留 意 点 備 考

１１ 物流総合効率化 １．流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律
法に定める特定 （以下「物流総合効率化法」という。）第４条第２
流通業務施設の 項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法
うち一般貨物自 第２条第３号に規定する特定流通業務施設に該当す
動車運送事業用 るものであって，貨物自動車運送事業法第２条第２
施設・倉庫業の 項に規定する一般貨物自動車運送事業のうち同条第
倉庫の建築物に ６項の特別積合せ貨物運送に該当しないものの用に
係る開発行為 供する施設又は倉庫業法第２条第２項に規定する倉

庫業の用に供する同条第１項に規定する倉庫である
こと。

２．物流総合効率化法第４条第８項に基づく都道府県
知事からの意見聴取において，当該特定流通業務施
設が周辺の市街化を促進するおそれがないと認めら
れ，かつ，市街化区域内において行うことが困難又
は著しく不適当と認められるものとの意見があった
施設であること。

３．当該特定流通業務施設が四車線以上の国道，県道 ３．インターチェンジ周 ３．当該道路の交
等の沿道又は高速自動車国道等のインターチェンジ 辺とはインターチェン 通の安全及び交
周辺に立地されること。 ジ出入口から概ね１ km 通機能に支障を

４．開発区域に優良農地が含まれないこと及び将来に 以内の距離とする。 きたさないこと
おいて住居系の土地利用が想定されていないこと等 インターチェンジ周 の判断に当たっ
現在及び将来の土地利用上支障がないこと。 辺に立地する場合は， ては，トラック

５．当該特定流通業務施設の立地に当たって市街化区 ２車線以上の道路の沿 の出入口につい
域内の工業系の用途地域がないか，あっても同地域 道であること。 て駐車場法施行
内に適地がないと認められるもの又は当該施設を市 トラック等の出入り 令第７条の規定
街化区域に立地した場合，周辺地域において交通の により，当該道路の交 を参考とする。
安全に支障をきたし若しくは交通機能を阻害し又は 通の安全及び交通機能
居住環境を悪化させると認められる場合であること に支障をきたさないも
。 のであること。

６．当該特定流通業務施設が，地域の特性，社会経済 ４．例えば住宅団地に隣
の発展状況の変化，市街化区域を含めた市街化の状 接している，又は自然
況，区域区分の態様，交通の状況，地域における物 公園法の自然公園の区
流の特性等に即して相当と判断される規模のもので 域内である等の場合は
あること。 ，土地利用上支障があ

７．開発区域が，都市計画法施行条例第六条第一号等 ると考えられる。
に掲げる土地の区域内であること。 ７．令和９年４月１日か

ら適用する。
ただし，令和４年３

月３１日以前から計画
しているものに限る。
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番 号 項 目 運 用 事 項 留 意 点 備 考

１２ 社会福祉施設の １．社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業の用に ・ １．～４．に
建築物に係る開 供する建築物又は更生保護事業法第２条第１項に規 ついて，所管課
発行為 定する更生保護事業の用に供する建築物（以下「社 に確認がとれた

会福祉施設」という。）であること。 ものであること ｡
２．設置及び運営が国の定める基準に適合するもので
あること。

３．福祉施策の観点から支障がないこと。
４．次のいずれかに該当するものであること。
① 近隣に関係する医療施設，社会福祉施設等が存
在し，これらの施設と当該許可に係る社会福祉施
設のそれぞれがもつ機能とが密接に連携しつつ立
地又は運用する必要がある場合

② 既存の敷地内において増築が困難であるため敷
地を拡張する場合

③ その他，福祉施策上必要と認められる場合
５．開発区域が，都市計画法施行条例第六条第一号等 ５．令和９年４月１日か
に掲げる土地の区域内であること。 ら適用する。

ただし，令和４年３
月３１日以前から計画
しているものに限る。

１３ 介護老人保健施 １．介護老人保健施設のうち社会福祉法第２条第３項 ・ １．～４．に
設の建築物に係 に規定する第２種社会福祉事業の用に供するもの以 ついて，所管課
る開発行為 外のものであること。 に確認がとれた

２．各地域の要介護老人数等をふまえて見込まれるそ ものであること ｡
の地域の需要を考慮した規模であること。

３．当該施設の開設が確実に許可される見込みである
こと。

４．協力病院が近隣に所在する場合等当該施設を市街
化調整区域に新たに立地させることがやむを得ない
ものであること。

５．開発区域が，都市計画法施行条例第六条第一号等 ５．令和９年４月１日か
に掲げる土地の区域内であること。 ら適用する。

ただし，令和４年３
月３１日以前から計画
しているものに限る。
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番 号 項 目 運 用 事 項 留 意 点 備 考

１４ 有料老人ホ－ム
の建築物に係る
開発行為

14 有料老人ホーム １．老人福祉法第２９条第１項に規定する有料老人 ・ １．～６．に
－ （ 14－ 2にかか ホ－ムであること。 ついて，所管課
1 るもの以外のも ２．設置及び運営が「徳島県有料老人ホーム設置運営 ２．有料老人ホーム所管 に確認がとれた

の） 指導指針」における基準に適合していること。 課が基準に適合してい ものであること ｡
３．安定的な経営確保が図られることが確実と判断さ ると認めたものに限る
れるものであること。 。

４．権利関係は，利用権方式又は賃貸方式のものであ ４．分譲方式のものは認
ること。 められない。

５．入居一時金及び利用料に関して，適正な料金設定
がなされていること。

６．当該市街化調整区域に立地する病院，又は特別養
護老人ホ－ム等が有する医療介護機能と密接に連携
しつつ立地する必要があること。

７．関係市町長が福祉施策，都市計画の観点から支障
がないと承認を与えたものであること。

８．開発区域が，都市計画法施行条例第六条第一号等 ８．令和９年４月１日か
に掲げる土地の区域内であること。 ら適用する。

ただし，令和４年３
月３１日以前から計画
しているものに限る。

14 有料老人ホーム １．老人福祉法第２９条第１項に規定する有料老人 ・１．３．５．及
－ （サービス付き ホ－ムであること。 び６．について
2 高齢者向け住宅 ２．設置及び運営が高齢者の居住の安定確保に関する ２．サービス付き高齢者 ，老人ホーム所

に登録するもの 法律第７条の基準に適合していること。 向け住宅所管課が基準 管課に，２．～
） ３．安定的な経営確保が図られることが確実と判断さ に適合していると認め ５．について，

れるものであること。 たものに限る。 サービス付き高
４．権利関係は，利用権方式又は賃貸方式のものであ ４．分譲方式のものは認 齢者向け住宅所
ること。 められない。 管課に確認がと

５．入居一時金及び利用料に関して，適正な料金設定 れたものである
がなされていること。 こと ｡

６．当該市街化調整区域に立地する病院，又は特別養
護老人ホ－ム等が有する医療介護機能と密接に連携

しつつ立地する必要があること。
７．関係市町長が福祉施策，都市計画の観点から支障 ８．令和９年４月１日か
がないと承認を与えたものであること。 ら適用する。

８．開発区域が，都市計画法施行条例第六条第一号等 ただし，令和４年３
に掲げる土地の区域内であること。 月３１日以前から計画

しているものに限る。
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番 号 項 目 運 用 事 項 留 意 点 備 考

１５ 病院の建築物に １．医療法第１条の５第１項に規定する病院であるこ ・ １．～４．に
係る開発行為 と。 ついて，所管課

２．設置及び運営が国の定める基準に適合するもので に確認がとれた
あること。 ものであること ｡

３．医療施策の観点から支障がないこと。
４．次のいずれかに該当するものであること。
① 救急医療の充実が求められる地域において，患
者等の搬送手段の確保のため，当該開発区域周辺
の交通基盤等の活用が必要と認められる場合

② 当該病院の入院患者等にとって開発区域周辺の
優れた自然環境その他の療養環境が必要と認めら
れる場合

③ 病床不足地域に開設する場合
④ 既存の敷地内において増築が困難であるため敷
地を拡張する場合

⑤ その他，医療施策上必要と認められる場合
５．開発区域が，都市計画法施行条例第六条第一号等 ５．令和９年４月１日か
に掲げる土地の区域内であること。 ら適用する。

ただし，令和４年３
月３１日以前から計画
しているものに限る。

１６ 学校の建築物に １．学校教育法の第１条に規定する学校，同法第１２ ・ １．～３．に
係る開発行為 ４条に規定する専修学校，同法第１３４条第１項に ついて，所管課

規定する各種学校又は県が設立した大学校であるこ に確認がとれた
と。 ものであること ｡

２．文教施策の観点から支障がないものであること。
３．次のいずれかに該当するものであること。
① 教育環境の確保のため，当該開発区域の周辺の
農業，林業，水産業等の資源，環境等が必要であ
る場合

② 近隣に関係する医療施設，社会福祉施設等が存
在し，これらの施設と当該許可に係る学校のそれ
ぞれがもつ機能が密接に連携しつつ立地する必要
がある場合

③ 既存の敷地内において増築が困難であるため敷
地を拡張する場合

④ その他，文教施策上必要と認められる場合
４．開発区域が，都市計画法施行条例第六条第一号等 ４．令和９年４月１日か
に掲げる土地の区域内であること。 ら適用する。

ただし，令和４年３
月３１日以前から計画
しているものに限る。
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番 号 項 目 運 用 事 項 留 意 点 備 考

１７ 地域包括支援セ １．介護保険法の第１１５条の４５第１項に規定する １．設置者が市町から委 ・ １．２．につ
ンターの建築物 地域包括支援センターであること。 託を受けた場合に限る いて，所管課に
に係る開発行為 ２．介護施策の観点から支障がないものであること。 。 確認がとれたも

３．開発区域が，都市計画法施行条例第六条第一号等 ３．令和９年４月１日か のであること。
に掲げる土地の区域内であること。 ら適用する。

ただし，令和４年３
月３１日以前から計画
しているものに限る。

１８ 再資源化を目的 １．対象となる施設は，再資源化を目的としたコンク １．当該施設で処理され
とした産業廃棄 リート，アスファルト・コンクリート，木材，建設 た大部分の産業廃棄物
物の処理施設の 汚泥，廃プラスチック等の処理施設で，建築基準法 の再資源化が図られる
用に供する建築 第５１条の規定による位置の決定を要しないもので ものが対象であり，積
物又は第一種特 あること。 替え保管施設は含まれ
定工作物に係る ２．当該市町における既定の都市計画及び土地利用計 ない。
開発行為 画に支障のないものであること。

３．当該処理施設から周辺３００メートルの範囲内に ３．ただし書きの適用は
住宅，学校，医療施設及び社会福祉施設がないこと ，周辺住民等に対して
。 生活環境への影響を説
ただし，周辺に対して大気汚染，水質汚濁，騒音 明する等，周辺住民等

，振動，悪臭等について影響を及ぼさないよう十分 と十分な調整が図られ
配慮したものである場合はこの限りでない。 ている場合に限る。

４．開発区域は，車両の通行に支障のない道路に接し
ていること。

５．敷地の規模は，事業内容等から判断して適切な規
模であること。

６．処理施設は，管理事務所等の附属建築物等も含み
，必要最小限の規模であること。

７ . 関係市町長等の同意が得られているものであるこ
と。

８．廃棄物の処理及び清掃に関する法律による許可等
の見込みについて，所管課において確認できること
。

９．開発区域が，都市計画法施行条例第六条第一号等 ９．令和９年４月１日か
に掲げる土地の区域内であること。 ら適用する。

ただし，令和４年３
月３１日以前から計画
しているものに限る。
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番 号 項 目 運 用 事 項 留 意 点 備 考

１９ がけ崩れ等によ １．従前とほぼ同一の用途，規模で建築されるもので １．開発区域の規模につ
る災害のおそれ あること。 いても従前とほぼ同一
がある住宅で， ２．開発区域が，都市計画法施行条例第六条第一号等 (１ .５倍以内 )である
移転することが に掲げる土地の区域内であること。 こと。または，概ね４
やむを得ない自 ５０㎡（地形の状況に
己の居住の用に より，やむを得ないも
供する建築物に のは６００㎡）まで可
係る開発行為 能とする。

２０ 自動車リサイク １．自動車リサイクル法に規定する許可が確実に見込 １．自動車リサイクル法
ル法に定める解 める者が申請するものであること。 の所管課にて許可の見
体業，破砕業等 ２．自動車リサイクル法の所管課にて，当該施設周辺 込みが確認出きるもの
の許可を受けよ の環境悪化を起こさないものと判断されたものであ に限る。
うとする者等が ること。
，当該業の営業 ３．原則として，申請地の存する市町村長等の，建築
のために必要な の同意が得られたものであること。
建築物の建築に ４．予定建築物に係る排水が可能であるものであるこ
係る開発行為 と。

５．開発区域が，都市計画法施行条例第六条第一号等 ５．令和９年４月１日か
に掲げる土地の区域内であること。 ら適用する。

ただし，令和４年３
月３１日以前から計画
しているものに限る。

２１ 農林水産物の直 １．「徳島県食育推進計画」及び「進化するとくしま １．直売施設等は，事業 ・ １．及び２．
売施設等の建築 ブランド戦略」に掲げる地産地消の推進に資する農 実施主体が運営するも について，所管
物に係る開発行 林水産物の直売施設及び飲食施設であること。 のであること。また， 課に確認がとれ
為 ２．農林水産物の直売施設等は，その事業実施主体及 飲食施設は，農林水産 たものであるこ

び当該施設において販売される農林水産物（その加 物の直売施設の付属施 と。
工品を含む。）が「農山漁村未来創造事業」の要件 設として同一建物内に
を満たしている施設であること。 設置されていること。

３．関係市町長が農林水産業振興施策，土地利用の観
点から支障がないと承認を与えたものであること。

４．開発区域が，都市計画法施行条例第六条第一号等 ４．令和９年４月１日か
に掲げる土地の区域内であること。 ら適用する。

ただし，令和４年３
月３１日以前から計画
しているものに限る。



- 12 -

番 号 項 目 運 用 事 項 留 意 点 備 考

２２ 特定活断層調査 １．開発区域は，市街化区域から４㎞を超えない区域 ２．当該範囲内に小学校 ・申請者は各区域
区域内又は津波 であること。 ，中学校，市役所，町 の指定の日以前
災害警戒区域内 ２．開発区域は，半径２５０ｍの範囲内に概ね２５０ 役場，市役所又は町役 から従前の建築
の建築物の移転 以上の建築物が存する区域内であること。 場の出張所，ＪＲ駅， 物を所有してい
における一戸建 ３．予定建築物の用途は，一戸建ての専用住宅とする 隣保館のいずれかが存 ること。ただし
て住宅に係る開 。 在する場合には，概ね ，直系尊属から
発行為 ４．従前とほぼ同一の規模で建築されるものであるこ ２００以上とする。 贈与又は相続に

と。 ３．津波災害警戒区域内 より取得した場
５．接する道路が建築基準法第４２条第１項各号に定 の建築物の移転の場合 合等はこの限り
める道路であること。 は，従前及び予定建築 でない。

６．建築物の敷地が旗竿形状である場合は，進入路の 物共に自己の居住用に
幅が３ｍ以上であること。 限る。

７．優良農地等積極的に保全すべき土地でないこと。 ３．建築基準法別表第二
８．特定活断層調査区域内及び津波災害警戒区域内の (い )項第２号の兼用住
土地を含まないこと。 宅を含む。

９．開発区域が，都市計画法施行条例第六条第一号等 ４．開発区域の規模につ
に掲げる土地の区域内であること。 いても従前とほぼ同一

（１ .５倍以内 )である
こと。または，概ね４
５０㎡（地形の状況に
より，やむを得ないも
のは６００㎡）まで可
能とする。
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番 号 項 目 運 用 事 項 留 意 点 備 考

２３ 特定活断層調査 １．申請に係る建築物が工場，作業所，遊技場（ぱち １．周辺住民等に対して ・ 申請者は各区
区域内又は津波 んこ屋，ボーリング場，カラオケボックス及びゲー ，生活環境への影響を 域の指定の日以
災害警戒区域内 ムセンター），冠婚葬祭場その他の開発区域の周辺 説明する等，周辺住民 前から従前の建
の建築物の移転 に相当の影響を及ぼすおそれのあるものについては 等と十分な調整が図ら 築物を所有して
における一戸建 ，都市計画上（用途，立地等），環境保全上及び公 れている場合に限る。 いること。ただ
て住宅以外に係 衆衛生上 (排水，騒音，振動，悪臭，日照，光，色 ただし，建築物の用途 し，直系尊属か
る開発行為 彩等 )支障がない開発，建築計画であることについ が建築基準法の第一種 ら贈与又は相続

て関係市町長の同意が得られること。 住居地域に建築するこ により取得した
２．従前とほぼ同一の規模，用途で建築されるもので とが可能であるものを 場合等はこの限
あること。 除く。 りでない。

３．接する道路が建築基準法第４２条第１項各号に定 ２．開発区域の規模につ
める道路であること。 いても従前とほぼ同一

４．優良農地等積極的に保全すべき土地でないこと。 （１ .５倍以内 )である
５．特定活断層調査区域内の土地を含まないこと。 こと。または，概ね４
６．津波災害警戒区域内の土地を含まないこと。た ５０㎡（地形の状況に
だし，津波防災上支障がない開発 ,建築計画である より，やむを得ないも
と認められる場合は，この限りでない。 のは６００㎡）まで可

７．開発区域が，都市計画法施行条例第六条第一号等 能とする。
に掲げる土地の区域内であること。 ２．津波災害警戒区域内

の建築物の移転の場合
は，従前及び予定建築
物共に自己の業務用に
限る。

２４ 既存の工場施設 １．既存の工場施設における事業と関連を有する事業 １．既存の工場施設は， ・ 申請者は既存
における事業と 用の建築物であること。 適法に建築され，かつ の工場施設の所
関連を有する事 ２．既存の工場施設から３ｋｍ以内であること。ただ ，適法に利用されてい 有者に限る。
業用の建築物に し，施設の配置が，事業上，必然性を有し，同一行 ること。
係る開発行為 政区域内又は隣接行政区域内である場合は，この限 ２．周辺住民等に対して

りでない。 ，生活環境への影響を
３．接する道路が建築基準法第４２条第１項各号に定 説明する等，周辺住民
める道路であること。 等と十分な調整が図ら

４．優良農地等積極的に保全すべき土地でないこと。 れている場合に限る。
２．ただし書きを適用す
る場合は，関係市町長
の同意が得られている
こと。

５．開発区域が，都市計画法施行条例第六条第一号等 ５．令和９年４月１日か
に掲げる土地の区域内であること。 ら適用する。

ただし，令和４年３
月３１日以前から計画
しているものに限る。
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番 号 項 目 運 用 事 項 留 意 点 備 考

２５ 準ずるもの 上記各項目及び都市計画法施行条例に掲げる各項目 ・ 徳島県，徳島
に準ずるもの 市，阿南市にお

ける都市計画法
施行条例。

２６ その他 １．開発行為の目的，規模，位置等を総合的に検討し ・ 原則として，関係市
，周辺の市街化を促進するおそれがなく，かつ，公 町長等の同意が得られ
益上真にやむを得ないと認められるもの ていること。

２．周辺の環境維持ならびに今後における都市計画上
支障とならないもの

３．農林漁業などの健全な発展を阻害しないものであ
ること。

４．開発区域が，都市計画法施行条例第六条第一号等
に掲げる土地の区域内であること。
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２ 建築許可

【根拠法令：政令第３６条第１項第３号ホ 周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ，かつ，市街化区域内
において建築し，又は建設することが困難又は著しく不適当と認められる建築物又は第一種特定工作物】

番号 項 目 運 用 事 項 留 意 点 備 考

１ 開発許可 1～ 26 開発許可に関する各項の運用基準に同じ。
～ に該当する建築 なお，開発区域を建築物の敷地と読み替えるものと
２６ 物の建築 する。

２７ 適法に建築され １．自己の居住の用に供する住宅であること。
た住宅の敷地内 ２．建築されている住宅の敷地の拡大を伴わないもの
における世帯構 であること。
成員の建築行為 ３．建築物の敷地が，都市計画法施行条例第六条第一 ３．令和９年４月１日か

号に掲げる土地の区域内であること。 ら適用する。
ただし，令和４年３

月３１日以前から計画
しているものに限る。

２８ 療養病床を有す １．変更後の用途が養護老人ホーム，特別養護老人ホ ・ 所管課に確認
る既存の医療施 ーム，ケアハウス等の社会福祉施設の場合は，番号 がとれたもので
設から養護老人 １２における運用事項１．から３．までに該当する あること。
ホーム，特別養 ものであること。
護老人ホーム， ２．変更後の用途が介護老人保健施設の場合は，番号
ケアハウス等の １３における運用事項１．から３．までに該当する
社会福祉施設， ものであること。
介護老人保健施 ３．変更後の用途が有料老人ホームの場合は，番号
設又は有料老人 １４－１または１４－２における運用事項１．から
ホームへの用途 ５．まで及び７．に該当するものであること。
変更 ４．建築物の敷地が，都市計画法施行条例第六条第一 ４．令和９年４月１日か

号に掲げる土地の区域内であること。 ら適用する。
ただし，令和４年３

月３１日以前から計画
しているものに限る。
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開 発審査会包括承認基準

都市計画法第３４条第１４号又は同法施行令第３６条第１項第３号ホの規定に該当するものとして，開発審査会に付議される案
件のうち，その内容が類型的なもの，公共的見地から手続きの簡素化若しくは迅速化を要するもの，建築物の用途が住宅でその規
模が過大でないもの又は市街化調整区域内における建築規制等の趣旨に反しないもの等については，開発許可事務の効率化を促進
し，住民の利便に資するため，一定の基準を設け，あらかじめ開発審査会において包括的に承認を得，これに基づいて許可処分を
行い，この処分後，直近の開発審査会にその旨を報告するものとする。

包括承認基準一覧表

承認番号 項 目 承 認 基 準 備 考

包括承認 付議基準 ９号 大規模既存集落内における 申請地が阿南市内のものであり，運用事項 １か ら ６ ま で 承認年月日
第 １ 号 住宅に係る開発行為又は建築物の建築 ， ８及び １ ０ の要件を満た した もの 。 平 31.3.27

（ 開発道路を設け る宅地分譲は除 く 。 ） （令 4.4.1改
（ 運用事項 １ ０ について 、留意点 １ ０ は適用しない 。 ) 正）

包括承認 付議基準 ９号 大規模既存集落内における 運用事項 １か ら ３ ま で ， ５ ， ６ ， ８ 及び １ ０ の要件を満た した 承認年月日
第 ２ 号 住宅に係る開発行為又は建築物の建築 もので ，以下の要件を満たすもの 。 平 31.3.27

（ 開発道路を設け る宅地分譲は除 く 。 ） （令 4.4.1改
（ 運用事項 １ ０ について 、留意点 １ ０ は適用しない 。 ) 正）

開発区域の地目が農地から変更 されたものであ る場合に
あっては ，次に該当する ものであ る こ と 。
非農地状態が公的機関の証明 （土地全部事項証明書 ※又

は固定資産税評価証明 ） に よ り ３ 年以上継続してい る こ と が
確認でき ，市町農業委員会から 「 農地法上支障がない 。 」 又
は 「農地法上適用がない 。 」 旨の回答がある もの 。
※土地全部事項証明書は登記の日付 とす る 。


